
女性に寄り添った相談等支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名 

本業務の委託業務名は「女性に寄り添った相談等支援業務」とする。 

 

２ 業務概要 

（１）趣旨 

この要領は、つくばみらい市が内閣府の地域女性活躍推進交付金（寄り添い支援型プ

ラス）を活用し、令和４年度に標記事業を実施するにあたり、地域における女性活躍の

迅速かつ重点的な推進支援を行う事業者を選定するために、必要な事務及び審査手続

きを定めるものとする。 

（２）業務内容 

「女性に寄り添った相談等支援業務仕様書」に基づく相談等支援業務一式 

（３）履行期間 

契約締結日翌日から令和５年３月２４日まで 

（４）提案上限額 

２，２００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 委託業者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

（１）専門的な知見を有する法人等であって、本業務遂行にあたり、専門的かつ十分な能力

を有する者であること。 

（２）つくばみらい市の男女共同参画の推進について理解し、積極的に協力できる者である

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び同条２項の

規定によるつくばみらい市の入札参加の制限を受けていない者であること。 

（４）つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱（平成１８年つくばみらい市告

示第９号）に規定する指名停止を現に受けていない者であること。 

（５）つくばみらい市暴力団排除条例（平成２４年条例第６号）第２条第１号に掲げる暴力

団、同条第２号に掲げる暴力団員若しくは同条第３号に掲げる暴力団員等と密接な関

係を有すると認められる者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始又は破産法



（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の申立てがなされている者でないこと。ただ

し、会社更生法にあっては、更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始

の決定を受けている者は除く。 

（７）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの。）

に該当しない者であること。 

（８）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定するもの。）に該

当しない者であること。 

 

５ 失格要件 

次に掲げる事項に該当した場合は、失格とする。 

（１）提出書類が期限までに提出されなかった場合 

（２）提出された「提案見積書」の金額が提案上限額を超過している場合 

（３）不正な行為があった場合 

（４）提案内容に虚偽があった場合 

（５）提案者が複数の企画提案書を提出した場合 

（６）参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

（７）会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態に至った場合 

（８）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（９）その他、本実施要領に定める条件に適合しない場合 

 

６ スケジュール 

令和４年 ６月６日    プロポーザル手続開始の公告 

令和４年 ６月１３日   質問書受付期限 

令和４年 ６月１７日   質問書回答期限 

令和４年 ６月２２日   参加表明書の提出期限 

令和４年 ６月２７日    企画提案書等提出期限 

令和４年 ７月５日    プレゼンテーション審査 

令和４年 ７月１０日頃  審査結果通知  

 

７ 説明会 

 本業務の説明会は実施しない。市の方針や業務内容等の確認が必要なときは、｢８ 質問

の受付・回答｣のとおり電子メールで提出すること。 

 

８ 質問の受付・回答 

（１）提出書類 

質問書（様式第１号） 



質問内容は簡潔にまとめること。 

（２）提出方法 

「１４ 提出先及び問い合わせ先」に、電子メールにより、質問書を添付して提出する

こと。なお、電子メール送信後は、必ず電話で送信の旨を連絡すること。電子メール以

外の方法による質問は受け付けない。 

（３）受付期限 

令和４年６月１３日(月) 午後３時までを期限とする。 

（４）回答方法 

令和４年６月１７日(金)までに、市ホームページに掲載する。ただし、質問内容が不明

瞭なものについては回答しないことがある。 

 

９ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

公募型プロポーザル参加表明書（様式第２号） 

（２）提出方法 

「１４ 提出先及び問い合わせ先」に、持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 

（３）提出期限 

６月２２日（水）午後５時まで（必着）とする。 

 

１０ 企画提案書等の作成及び提出について 

企画提案書等の提出にあたっては、次の（１）に掲げた書類１３部（正本１部、副本１２

部）を提出すること。ただし、正本１部は名称及び代表者氏名を記入し社印を押印した原本

とし、副本１２部には、提案者が特定できないよう、提案者の団体名等を黒く塗りつぶす等

の措置を講じること。 

（１）提出書類 

下記①～②の書類を簡易ファイル等に綴じ、③は別冊とすること。 

①企画提案書（様式第３号） 

（企画提案書に記載すべき事項） 

・仕様書の業務内容に掲げる各事項を踏まえ、支援業務に関する具体的な提案をするとと

もに、以下に示した内容も含め記載すること。 

a.支援業務についての考え方 

b.効果的な支援に関する提案 

c.業務遂行スケジュール及び業務遂行方法 

d.個人情報保護に関する取組 

e.新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関する取組 



f.専門的な知見を活かした支援に対する特段の企画・アイデア等 

（企画提案書作成に関する留意事項） 

・企画提案書の様式は、Ａ４縦使いを原則とする。（片面・両面は問わない。） 

・文字サイズは見やすいフォントで作成すること。 

・企画提案書本文は１０ページ以内とする。 

・Ａ３用紙の折込は可とするが、２ページにカウントする。 

②団体概要書（様式第４号） 

・団体の設立目的、活動内容等の概要を明記すること。 

・団体の財政状況がわかる資料を添付すること。 

・過去５年以内に受注した男女共同参画及び女性活躍の推進に関する業務または、本業務

に類似する業務の実績について示すこと。なお、記載件数は２件以内とすること。（現

在受注している業務も含む） 

・業務を実施する人員体制及び業務に従事する責任者の職位と役割を示すこと。 

③提案見積書（様式第５号） 

・本業務に係る提案見積書を提出すること。 

・経費内訳がわかるように提案見積内訳書を添付すること。 

・提案見積書に記載の金額が、業務量の目安に比べ著しく乖離している場合、その妥当性

について聴取することがある。 

・契約額は、原則として提案見積書に記載の金額とするが、最優先候補者との協議による

業務内容の変更や業務量の増減等により、改めて見積書の提出を依頼する場合がある。 

（２）提出方法 

「１４ 提出先及び問い合わせ先」に、持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、配達証明付書留郵便に限る。 

（３）提出期限 

令和４年６月２７日（月）午後５時まで（必着）とする。 
 

１１ 審査委員会 

 プロポーザルの審査は、女性に寄り添った相談等支援業務委託プロポーザル審査委員会

（以下「審査委員会」という。）が行う。 

 

１２ 最優先候補者の選定方法について 

以下のプレゼンテーション審査により、最優先候補者を選定する。 

（１）プレゼンテーション審査の実施 

企画提案書及びプレゼンテーションの内容を審査し、総合的に最も優れた能力を有す

ると認められる者を最優先候補者として選定する。 

① 実施日時 

令和４年７月５日（火） 



※詳細な時間については、企画提案書受理後に通知する。 

② 場所 

つくばみらい市役所伊奈庁舎３階大会議室（予定） 

③ 所要時間 

説明時間 ３０分程度（説明２０分、質疑応答１０分） 

④ そ の 他 

・入室者は２名以内とする。 

・実施にあたっては、本業務を担当する者等が行うこと。 

・提出した書類に基づき、口頭のみの説明とする。 

・提案者の団体名等を特定できないよう措置を講ずること。 

・企画提案書類の差し替えは認めない。 

（２）最優先候補者の選定・結果通知 

審査委員会により最優先候補者を選定後、書面にて速やかに選定結果を通知する。 

 

１３ 審査基準 

別紙「プロポーザル審査基準」に記載の通り。 

なお、総合得点（審査員数×１００点）の６０％未満となった事業者は選考対象としない。 

 

１４ 提出先及び問い合わせ先 

（１）担当名称 

つくばみらい市役所 市長公室 地域推進課 担当：飯村・小倉 

（２）住所・電話・メールアドレス 

〒３００－２３９５ 茨城県つくばみらい市福田１９５番地（伊奈庁舎） 

電話：０２９７－５８－２１１１（代表） 

Ｅ－mail:chiiki01@city.tsukubamirai.lg.jp 

 

１５ その他 

（１）提案者は、提案書の提出をもって実施要領の記載内容を承諾したものとみなす。 

（２）参加に関して必要な費用は、提案者の負担とする。 

（３）提案者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、

採用した提案書等の著作権は、市に帰属する。採用・不採用に関わらず、市は本プロポ

ーザルの報告、公表等のために必要な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 

（４）提案者から実施要領に基づき提出される書類は、提出期間に限り補正することができ

る。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、その理由如何に関わら

ず提案書の返却はしない。 

（５）市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞き取り調



査を行うことがある。 

（６）参加表明書を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

（７）審査結果についての異議申立ては認めない。 

（８）委託契約及び業務の進め方については、最優先候補者となった者と別途協議するもの

とする。 

（９）提出された企画提案書や審査基準、審査内容、審査経過等については、情報公開の対

象としない。 


